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第
五
号
参
考
資
料 

川
越
市
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照 
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（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
空
家
等
（
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
な
管
理
及
び
特
定
空
家
等
（

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等
を
い
う
。
）
の
発
生
の
予
防
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
り
、
も
っ
て
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
空
家
等 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

の
適
切
な
管
理
及
び
特
定
空
家
等 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

の
発
生
の
予
防
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
り
、
も
っ
て
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

空
家
等 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
で
あ
っ
て
、
本
市
の
区
域
に
所
在
す 

る
も
の
を
い
う
。 

二 

特
定
空
家
等 

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等
で
あ
っ
て
、
本
市
の
区
域 

に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
。 

三 

管
理
不
全
空
家
等 

適
切
な
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
空
家
等
で
あ
っ
て
、
本
市
の 

区
域
に
所
在
す
る
も
の
の
う
ち
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

（
所
有
者
等
の
責
務
） 

第
二
条 

空
家
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
） 

 

は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
空

家
等
を
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
所
有
者
等
の
責
務
） 

第
三
条 

空
家
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
以
下 

 
 

 
 

 
 

 

「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
） 

 
は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
空

家
等
を
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

略 

第
四
条 
略 

（
空
家
等
の
情
報
の
提
供
） 

（
空
家
等
の
情
報
の
提
供
） 

資料№3



第
四
条 

市
民
は
、
管
理
不
全
空
家
等
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
不
全
空
家
等

を
い
う
。
）
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
市
に
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

第
五
条 

市
民
は
、
管
理
不
全
空
家
等 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
市
に
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

（
助
言
又
は
指
導
） 

第
六
条 

市
長
は
、
管
理
不
全
空
家
等
（
特
定
空
家
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
管
理
不
全
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
修
繕
、
立
木
竹 

の
伐
採
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
又 

は
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
公
表
） 

第
五
条 

市
長
は
、
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由

が
な
く
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 

 

（
公
表
） 

第
七
条 

市
長
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項 

の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由

が
な
く
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 

第
六
条
～
第
八
条 

略 

第
八
条
～
第
十
条 

略 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




